
議案第１２号 

八幡浜市立学校体育施設使用料条例の一部を改正する条例の制定について 

 標記条例を次のように制定する。 

  令和８年２月２４日提出 

八幡浜市長 大 城 一 郎 

 

記 

八幡浜市立学校体育施設使用料条例の一部を改正する条例 

八幡浜市立学校体育施設使用料条例（平成１７年条例第１１１号）の一部を

次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定中下線で示し、又は太枠で囲まれた部分を同

表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示し、又は太枠で囲まれた部分で示すよう

に改正する。ただし、改正後の欄に掲げる規定で改正前の欄にこれに対応するも

のを掲げていないものは、これを加えるものとする。 

改正後 改正前 

  

（徴収の範囲） （徴収の範囲） 

第２条 使用料を徴収する体育施設は、次のとお

りとする。 

第２条 使用料を徴収する体育施設は、次のとお

りとする。 

グラウンド夜間照明施設及び体育館（以下「施

設」という。） 

夜間照明施設及び体育館照明施設（以下「照明

施設」という。） 

（使用料） （使用料） 

第３条 施設  の使用料は、別表に定める額と

する。ただし、公益上その他特別の理由により市

長が必要と認めたときは、減額し、又は免除する

ことができる。 

第３条 照明施設の使用料は、別表に定める額と

する。ただし、公益上その他特別の理由により市

長が必要と認めたときは、減額し、又は免除する

ことができる。 

（使用料の納入） （使用料の納入） 

第４条 施設  の使用許可を受けた場合には、

前条に定める使用料を前納しなければならない。

ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでな

い。 

第４条 照明施設の使用許可を受けた場合には、

前条に定める使用料を前納しなければならない。

ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでな

い。 

  

別表 別表 

グラウンド夜間照明施設使用料 

設置場所 使用料（円） 

（略）  

八幡浜市立江戸岡小学校 （略） 

八幡浜市立八幡浜南小学

校 

（略） 

（略）  

夜間照明施設使用料 

設置場所 使用料（円） 

（略）  

八幡浜市立江戸岡小学校 （略） 

八幡浜市立神山小学校 （略） 

（略）  



八幡浜市立真穴小学校 （略） 

  

  

（略）  
 

八幡浜市立真穴小学校 （略） 

八幡浜市立川上小学校 １，６８０ 

八幡浜市立双岩小学校 ２，１００ 

（略）  
 

体育館使用料 

施設名 使用区

分 

２時間

以内の

額 

（円） 

１ 時 間

超 過 ご

と の 加

算 額 

（円） 

八幡浜市立松蔭

小学校 

全面 ４００ ２００ 

八幡浜市立白浜

小学校 

全面 ４００ ２００ 

八幡浜市立江戸

岡小学校 

全面 ４００ ２００ 

八幡浜市立八幡

浜南小学校 

全面 ４００ ２００ 

八幡浜市立千丈

小学校 

全面 ４００ ２００ 

八幡浜市立日土

小学校 

全面 ４００ ２００ 

八幡浜市立真穴

小学校 

全面 ４００ ２００ 

    

    

八幡浜市立川之

石小学校 

全面 ４００ ２００ 

八幡浜市立宮内

小学校 

全面 ４００ ２００ 

八幡浜市立喜須

来小学校 

全面 ４００ ２００ 

１ コ ー

ト 当 た

り 

２００ １００ 

八幡浜市立八幡

浜中学校 

体育館 ４００ ２００ 

武道場 ４００ ２００ 

八幡浜市立保内

中学校 

全面 ８００ ４００ 

１ コ ー

ト 当 た

り 

４００ ２００ 

 

体育館照明施設使用料 

施設名 使用区

分 

２時間

以内の

額 

（円） 

１ 時 間

超 過 ご

と の 加

算 額 

（円） 

八幡浜市立松蔭

小学校 

全面 ５８０ ２４０ 

八幡浜市立白浜

小学校 

全面 ５８０ ２４０ 

八幡浜市立江戸

岡小学校 

全面 ９５０ ４７０ 

八幡浜市立神山

小学校 

全面 １，０

５０ 

５２０ 

八幡浜市立千丈

小学校 

全面 ３７０ １８０ 

八幡浜市立日土

小学校 

全面 ９５０ ４７０ 

八幡浜市立真穴

小学校 

全面 ５８０ ２４０ 

八幡浜市立川上

小学校 

全面 ５８０ ２４０ 

八幡浜市立双岩

小学校 

全面 ５８０ ２４０ 

八幡浜市立川之

石小学校 

全面 ３２０ １５０ 

八幡浜市立宮内

小学校 

全面 ３２０ １５０ 

八幡浜市立喜須

来小学校 

全面 ６３０ ３２０ 

１ コ ー

ト 当 た

り 

３２０ １５０ 

八幡浜市立八幡

浜中学校 

全面 ５８０ ２４０ 

   

八幡浜市立保内

中学校 

全面 ９５０ ４７０ 

１ コ ー

ト 当 た

り 

３２０ １５０ 

 

備考  

１ （略） ※ （略） 

２ 八幡浜市に住所を有しないものが利用す

る場合は、使用料の１０割の額を加算する。 

 

３ 八幡浜市に住所を有しないものが、グラウ

ンド夜間照明施設を利用せずにグラウンド

を使用する場合は、１回につき５００円を徴

 



収する。 

４ 八幡浜市立八幡浜中学校武道場において

冷暖房を使用した場合は、当該利用に係る使

用料に、１時間当たり５００円を加算する。 

 

  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の八幡浜市立学校体育施設使用料条例の規定は、この

条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る

使用料については、なお従前の例による。 

 

提案理由 

  令和８年４月１日から、神山小学校、川上小学校及び双岩小学校を統合し、

八幡浜南小学校を新設すること並びに八幡浜中学校武道場の新設に伴い、所要

の改正を行うため。 

  



 


